
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年はエルニーニョ現象の影響で暖冬が予想されています。

このような年には内陸部・太平洋側で大雪になる傾向があり

ます。大雪に備えて園芸施設共済をご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      風水害、雪害、ひょう害その他気象上の原因（地震及び噴火を含

む）による災害・火災・車両及びその積載物の衝突及び接触・鳥獣

害などが対象となります。また、栽培している作物の病虫害が対象

になる加入方式もあります。 

 

支払対象となる災害は？ 

 

       

令和４年度はひょう害が大きな被害となりましたが、雪害を含めて

３６１戸に約１億９千万円のお支払いとなりました。 

どれくらい被害があるの？ 

回 覧 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※損害額１万円を超えた際に共済金のお支払いとなります。 

 

試算だけでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください 

 

付保割合 ハ ウ ス 本 体 

８割 

補償額 

２５３，０１１円 

掛金等 

４，０６３円 

１０割 

補償額 

３１６，２６３円 

掛金等 

５，８８４円 

付保割合 ハ ウ ス 本 体 

８割 

補償額 

３９０，５１８円 

掛金等 

４，３０１円 

１０割 

補償額 

４８８，１４７円 

掛金等 

６，２３５円 

【お問合せ先】   群馬県農業共済組合（NOSAI ぐんま） 北支所 

住所 渋川市吹屋３７０   電話 0２７９-２６-２６００ 

※平日８時３０分～１７時１５分(土日祝・年末年始を除く) 

 

 沼田市 経済部 農林課 農業振興係 

 住所 沼田市下之町８８８  電話 ０２７８-２３-２１１１ 

 ※平日８時３０分～１７時１５分(土日祝・年末年始を除く) 


